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介護老人保健施設ケアヴィラ宝塚のご案内 
（令和 7 年 10 月 15 日現在） 

利用者に対する通所リハビリテーションサービス、介護予防通所リハビリテーショ

ンサービス提供開始にあたり、当事業者が利用者に説明すべき事項は次の通りです。 

１ 事業者 

事業者の名称 医療法人 尚和会 法人種別 医療法人 

事業者の所在地 兵庫県宝塚市向月町１９番５号 

代 表 者 名 理事長 那須 輝 

電 話 番 号 ０７９７－８４－８８１１ 

２ ご利用施設 

施 設 の 名 称 介護老人保健施設 ケアヴィラ宝塚 

施 設 の 所 在 地 兵庫県宝塚市亀井町 10 番 51 号 

事 業 所 番 号 ２８５１１８００４８ 

管 理 者 名  兵庫谷 章 

電 話 番 号 0797－71－6510  ファックス番号 0797－71－6503 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://carevilla.com 

交 通 機 関 
阪急逆瀬川（仁川）駅より阪急バス仁川（逆瀬川）行きに 
乗車、御所前にて下車、徒歩 5 分 

３ 当施設で併せて実施する事業 

事業の種類 
兵庫県知事の事業者指定 

利用定数 
指定年月日 指定番号 

従来型介護保健施設 令和 5 年 4 月 1 日 ２８５１１８００４８ 

79 人 

従来型 

短期入所療養介護 
令和 5 年 4 月 1 日 ２８５１１８００４８ 

従来型 介護予防 

短期入所療養介護 
令和 5 年 4 月 1 日 ２８５１１８００４８ 

ユニット型 

介護保健施設 
令和 5 年 4 月 1 日 ２８５１１８００６３ 

21 人 
ユニット型 

短期入所療養介護 
令和 5 年 4 月 1 日 ２８５１１８００６３ 

ユニット型介護予防 

短期入所療養介護 
令和 5 年 4 月 1 日 ２８５１１８００６３ 

（介護予防） 

訪問リハ 
令和 3 年 12 月 1 日 ２８５１１８００４８ 10 人 
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４ 事業目的と運営方針 

（１）通所リハビリテーションサービス 

事業の目的 

通所リハビリテーションは、要介護状態と認定された利用者

（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨

に従って、通所リハビリテーション計画を立て実施し、利用者

の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。 

施設の運営方針 

当施設では、通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療

法、作業療法及びその他必要なリハビリテーションを行い、利

用者の心身の維持回復を図り、利用者が１日でも長く居宅で

の生活を維持できるよう在宅介護の支援に努めます。 

 

（２）介護予防通所リハビリテーションサービス 

事業の目的 

介護予防通所リハビリテーションは、要支援状態と認定され

た利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法

令の趣旨に従って、介護予防通所リハビリテーション計画を

立て実施し、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目

的とする。 

施設の運営方針 

当施設では、介護予防通所リハビリテーション計画に基づい

て、理学療法、作業療法及びその他必要なリハビリテーション

を行い、利用者の心身の維持回復を図り、利用者が１日でも長

く居宅での生活を維持できるよう在宅介護の支援に努めま

す。 

 

５ 受入れ基準 

（１）通所リハビリテーションサービス 

介護保険制度下の介護認定で介護サービス給付の対象と認定された方がご利用 

できます。65 歳以上で要介護状態と認定された方、及び 40 歳以上 65 歳未満で 

要介護状態であって、その原因が特定疾病によるものと認定された方 

（２）介護予防通所リハビリテーションサービス 

  65 歳以上で要支援状態と認定された方、及び 40 歳以上 65 歳未満で要支援状態 

であって、その原因が特定疾病によるもの。 

（３）随時見学相談を行っています。お電話にてお問合せ下さい。 
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６ 施設の概要 

（１）敷地及び建物 

敷地 ３，８６８．６９ ㎡ 

建物 

構造 
延べ床面積 
内老健面積 

鉄筋コンクリート造地上５階建（耐火建築） 
５，２０４．９０ ㎡ 
４，３５９，３０ ㎡ 

利用定員 ４０名 

（２）主な施設 

設備の種類 室数 面積 一人あたりの面積 

通所者用デイルーム １室 １０５．０ ㎡ ３．５０ ㎡ 

一般浴室（デイ用） １室  ３１．１５ ㎡ １．０４ ㎡ 

機械浴室 2 室   ３６．０ ㎡ ０．３６ ㎡ 

便 所（デイ用） 4 室  ２１．０２ ㎡ ０．７ ㎡ 

７ 施設の職員体制（通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション） 

従業者の職種 員数 

区分 
常勤換算
後  の
人員 

事業者の 
指定基準 常勤 非常勤 

専従 兼従 専従 兼従 

管 理 者 1 1    1 1 

医  師 1 1    1 1 以上 

看 護 職 員 2 2    2 

4 以上 介 護 職 員 9 3  6  7.5 
理学・作業療法士・ 
言 語 聴 覚 士 11  11   2.9 

管 理 栄 養 士 1  1   1 ― 

相 談 員 1 1    1 ― 

８ 職員の勤務体制 

従業者の職種 勤務体制 主な職務内容 

管 理 者 日勤（ 8：30～17：30 ） 施設の管理 

医  師 日勤（ 8：30～17：30 ） 利用者診察及び健康管理 

看 護 職 員 日勤（ 8：30～17：30 ） 状態観察と与薬管理 

介 護 職 員 日勤（ 8：30～17：30 ） 利用者の生活介護 
理学・作業療法士・ 
言 語 聴 覚 士 日勤（ 8：30～17：30 ） 利用者の心身リハビリテーション 

管 理 栄 養 士 日勤（ 8：30～17：30 ） 栄養管理及び栄養指導 

相 談 員 日勤（ 8：30～17：30 ） 利用時、療養時の各種相談 
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９ サービス提供の手順 

問い 

合わせ 

ご利用者、ご家族（代理人）、介護支援専門員等から 

電話、来所によるご相談を受付ける。 

空き状況の確認に必要な情報（おおよその住所・送迎時のバスへの乗車

方法・入浴の種類等）を伺い、空き状況をお伝えする。 

 

 

受付 
ご利用者、ご家族（代理人）、介護支援専門員等から 

利用の申し込みを伺い、面談の予約を取る。 

 

 

面談 

面談を行う。 

・ ご利用希望者の介護保険証を確認する。 

・ 利用者の病歴、生活歴等を申込書類に基づき確認する。 

・ サービス内容について、重要事項説明書に基づき説明・確認する。 

・ 通所利用約款（利用同意書）、個人情報使用同意書を提示し説明を行

う。 

 

 

判定 

会議 

判定会議を行い、利用可能となったケースにつき通所利用開始となる。 

サービス利用について一部調整を必要とするケースは保留となる。 

利用不可のケースは適切なサービス内容の紹介を行う。 

 

 

契約 
通所当日 

通所利用同意書、重要事項説明書を交わす。 

 

 

利用 

開始 
通所リハビリテーション利用 

 

 

利用料 

支払 

支払いまでの手順 

毎月末日で締め、翌月 15 日以降に請求書をお渡し 

もしくは郵送しています。27 日までにお支払いをお願いします。 
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１０ 施設サービス提供概要 

（１）営業時間 

   ・月曜日～土曜日（祝日含む） 午前８時３０分～午後５時３０分 

   ・年末年始特別休業あり 
（２）介護保険給付サービスの内容について 
  ア 【6～7 時間コース】 

サービス区分と種類 サービスの内容 

通所リハビリテーション

計画の作成 

利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画

(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメ

ントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた

通所リハビリテーション計画を作成します。作成に当たり、計画

の内容を利用者又はその代理人等に対して説明し、利用者の同意

を得て計画を交付します。 

利用者居宅への送迎 

施設の車両により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎を行い

ます。ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎

が困難な場合は、車椅子又は歩行介助により送迎を行う事があり

ます。 
通常の送迎実施地域 
宝塚市(一部除外地域があります)、西宮市（一部）、伊丹市（一
部） 

日常

生活

上の

世話 

食事の提供及び

介助 

管理栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配

慮したバラエティに富んだ食事の提供及び介助が必要な利用者

に対して、介助を行います。 
また、嚥下困難者の為の刻み食等の提供を行います。 

入浴の提供及び

介助 

入浴又は清拭の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴(全
身浴・部分浴)の介助を行います。機械を使用しての入浴も可能で

す。 
排泄介助 介助が必要な利用者に対して排泄の介助を行います。 
更衣介助 介助が必要な利用者に対して更衣の介助を行います。 

移動・移乗介助 
介助が必要な利用者に対して室内の移動、車椅子への移乗の介助

を行います。 

服薬介助 
介助が必要な利用者に対して薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の

確認を行います。 

リハ

ビリ

テー

ショ

ン 

日常生活動作を

通じた訓練 
利用者の能力に応じて、食事、入浴、排泄、更衣等の日常生活動

作を通じた訓練を行います。 
レクリエーショ

ンを通じた訓練 
利用者の能力に応じて集団的に行うレクリエーションや歌唱、体

操などを通じた訓練を行います。 

個別リハビリ 
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が通所リハビリテーション

計画に基づいた個別リハビリテーションを提供します。 

その

他 

創作活動など 
利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動等の場を提

供します。 

介護相談 
ご利用者及びご家族等からの相談についても誠意を持って応じ、

可能な限り必要な援助を行うよう努めます。〈相談窓口〉相談員 
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  イ 【3～4 時間コース】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サービス区分と種類 サービスの内容 

通所リハビリテーション

計画の作成 

利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画

(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメ

ントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた

通所リハビリテーション計画を作成します。作成に当たり、計画

の内容を利用者又はその代理人等に対して説明し、利用者の同意

を得て計画を交付します。 

利用者居宅への送迎 

施設の車両により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎を行い

ます。ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎

が困難な場合は、車椅子又は歩行介助により送迎を行う事があり

ます。 
通常の送迎実施地域 
宝塚市(一部除外地域があります)、西宮市（一部）、伊丹市（一
部） 

日常

生活

上の

世話 

食事の提供及び

介助 

管理栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配

慮したバラエティに富んだ食事の提供及び介助が必要な利用者

に対して、介助を行います。 
また、嚥下困難者の為の刻み食等の提供を行います。 

排泄介助 介助が必要な利用者に対して排泄の介助を行います。 
更衣介助 介助が必要な利用者に対して更衣の介助を行います。 

移動・移乗介助 
介助が必要な利用者に対して室内の移動、車椅子への移乗の介助

を行います。 

服薬介助 
介助が必要な利用者に対して薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の

確認を行います。 
日常生活動作を

通じた訓練 
利用者の能力に応じて、食事、入浴、排泄、更衣等の日常生活動

作を通じた訓練を行います。 

リハ

ビリ

テー

ショ

ン 

レクリエーショ

ンを通じた訓練 
利用者の能力に応じて集団的に行うレクリエーションや歌唱、体

操などを通じた訓練を行います。 

個別リハビリ 
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が通所リハビリテーション

計画に基づいた個別リハビリテーションを提供します。 

創作活動など 
利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動等の場を提

供します。 

その

他 
介護相談 

ご利用者及びご家族等からの相談についても誠意を持って応じ、

可能な限り必要な援助を行うよう努めます。〈相談窓口〉相談員 
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  ウ 【1～2 時間コース】 
 

 
 
 
 
 
 
 

サービス区分と種類 サービスの内容 

通所リハビリテーシ

ョン計画の作成 

利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス

計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等の

アセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス

内容を定めた通所リハビリテーション計画を作成します。作

成に当たり、計画の内容を利用者又はその代理人等に対して

説明し、利用者の同意を得て計画を交付します。 

利用者居宅への送迎 

施設の車両により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎を

行います。 
但し、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困

難な場合は、車椅子又は歩行介助により送迎を行う事があり

ます。 
 
通常の送迎実施地域 
宝塚市(一部除外地域があります)、西宮市（一部）、伊丹市
（一部） 

日常生

活上の

世話 

排泄介助 介助が必要な利用者に対して排泄の介助を行います。 

更衣介助 介助が必要な利用者に対して更衣の介助を行います。 
移動・移乗介

助 
介助が必要な利用者に対して室内の移動、車椅子への移乗の

介助を行います。 

服薬介助 
介助が必要な利用者に対して薬の確認、服薬のお手伝い、服

薬の確認を行います。 

リハビ

リテー

ション 

日常生活動作

を通じた訓練 
利用者の能力に応じて、食事、入浴、排泄、更衣等の日常生

活動作を通じた訓練を行います。 
レクリエーシ

ョンを通じた

訓練 

利用者の能力に応じて集団的に行うレクリエーションや歌

唱、体操などを通じた訓練を行います。 

個別リハビリ 
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が通所リハビリテーシ

ョン計画に基づいた個別リハビリテーションを提供します。 

その他 

創作活動など 
利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動等の場

を提供します。 

介護相談 
ご利用者及びご家族等からの相談についても誠意を持って

応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。〈相談窓

口〉相談員 
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（３）自己負担金 
 ア 高額介護サービス費の制度 

   自己負担額を超えた分は高額介護サービス費として保険者が負担する制度 

があります。 

 

 自己負担額 

現役並み所得相当 44,000 円 

一般（市町村民税課税世帯） 
44,000 円 

+年間上限額の設定（1 割負担者のみの世帯） 

市町村民税世帯非課税者等 24,600 円 

年金収入 80 万円以下等 15,000 円 

 イ 食費    750 円（6～7 時間コース） 

 ウ 食費    700 円（3～4 時間コース） 

 エ おやつのみ 100 円 

（４）介護保険給付外サービス 

  ア レクレーション行事 

種 類 内 容 利用料 

レクリエーシ
ョン行事 

当施設では、レクリエーション行事を
企画・実施いたします。 
※ご参加は任意です 

施設内外レクリエーシ
ョンについて実費 
（材料費・入場料等） 

 
イ その他通所リハビリテーションサービスの中で提供される便宜のうち、日常 
生活においても通常必要になるものに係る費用であって、利用者に負担いただ 
くことが適当と認められる費用は、利用者の負担となります。 

 

（５）料金改定 

   料金改定をする際には、1 ヶ月以上前に利用者に文書で連絡いたします。  

 

（６）医療について 

   通所リハビリテーションサービスを提供中に利用者に病状の急変が生じた場 

合やその他必要な場合は、速やかに代理人等や担当の相談員、主治の医師など 

へ連絡を行います。 

   急性期治療のための医療につきましては他の保険医療機関による入院、通院に 

より対応し、医療保険適用により別途自己負担していただきます。 
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１１ 利用料金とお支払方法 

（１）利用料金 
    別紙料金表に従い負担いただきます。 

（２）支払方法 
   ア 郵便局 自動振込利用の場合 

初回ご利用日に、指定の自動振り込み用紙をご提出ください。 
毎月 15 日に、前月分の請求書を発行しますのでその月の 27 日に指定の 

口座よりお引落致します。領収書は翌月の請求書郵送時に送付いたします。 
 

  イ 銀行振込をご利用の場合 
毎月 15 日に、前月分の請求書を発行しますので、その月の 27 日までにお 

支払ください。領収書は翌月の請求書郵送時に送付いたします。 
 

 
※利用者名にてお振込下さい。 

 
  ウ 窓口払いの場合 

毎月 15 日に、前月分の請求書を発行しますので、その月の 27 日までに 
現金をご持参下さい。ご帰宅時に領収書をお渡しいたします。 
窓口時間 月曜日～土曜日 9：00～17：00  

  エ クレジットカード払いの場合 
毎月 15 日に、前月分の請求書を発行しますので、その月の 27 日までにク 

レジットカードをご持参下さい。 
ご利用可能なカードの種類につきましては、事務所までお問い合わせ下さい。 

     注）暗証番号入力 若しくは 署名が必要となります。 
     窓口時間 月曜日～土曜日 9：00～17：00 
 
（３）介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付 

が行われない場合があります。その場合は全額自費（10 割負担）をお支払いく 

ださい。利用料のお支払いと引換えにサービス提供証明書と領収書を発行しま 

す。 

 

（４）料金の変更について 

介護保険法改正等により利用者負担額が変更となる場合、定期通信等での通知、 

書類の交付、説明等を行い、当該事業所が基準を満たした加算を随時算定いたし 

ます。 

 

振 込 先 

                      ｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝ ｼｮｳﾜｶｲ 
三井住友銀行 宝塚支店 普通 ４０９６６０５ 医療法人 尚和会 
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１２ 要望及び苦情等の相談 

（１）当事業所における相談、苦情窓口 

〔当事業者の窓口〕 
 ケアヴィラ宝塚 
 

苦情解決責任者  事務長 
苦情解決担当者  支援相談員 
受付時間     午前９時～午後５時（日祝、休み） 
連絡先      TEL：０７９７－７１－６５１０ 
         FAX：０７９７－７１－６５０３ 

１階ロビーに設置しております「ご意見箱」をご利用していただき、お申し出 
いただくこともできます。 
 

（２）介護保険の苦情や相談に関しては、他に下記の相談窓口があります。 
〔市町村の窓口〕 
 宝 塚 市 
 
 
＜その他市町村＞ 

所在地   〒６６５－００３２ 宝塚市東洋町１－１ 
電話番号   ０７９７－７１－１１４１ 
受付時間   午前９時～午後５時３０分（土日祝、休み） 
       宝塚市 介護保険課 
各市町村介護保険課 

〔公的団体の窓口〕 
兵庫県国民健康保
健団体連合会 

所在地    〒６５０－００２１ 
       神戸市中央区三宮１丁目１－１８０１号 
電話番号   ０７８－３３２－５６１７ 
ＦＡＸ番号  ０７８－３３２－５６５０ 
受付時間   午前９時～午後５時（土日祝、休み） 

 
１３ 秘密の保持について 

（１）当事業所とその職員は、業務上知りえた利用者又はその家族等に関する秘密を、 
正当な理由なく第三者に漏らしません。ただし、次の各号についての情報提供につ 
いては、当事業所は、利用者及び代理人等から、予め同意を得た上で行うこととし 
ます。同意がなかった場合はサービス調整ができず、一体的なサービス提供が円滑 
に行えなくなります。 

  ア 介護保険サービスの利用のための市町村、居宅介護支援事業者その他の介護 
保険事業者等への情報提供、あるいは、適切な在宅療養のための医療機関等への 
診療情報の提供。 

  イ 介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。 
    なお、この場合、利用者個人を特定できないよう仮名等を使用することを厳守 

します。 
  ウ 介護保健施設等で行われる研修生、実習生、学生への教育 
（２）個人情報の提供範囲については、介護サービスの円滑な提供に必要な最小限度に 

とどめ、情報提供の際には、関係者以外に漏れることの無いよう細心の注意を払い 
ます。 

（３）前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 
 
１４ 家族等への連絡 

   希望があった場合には、利用者に連絡するのと同様の通知を家族へも行います。 
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１５ 記録の保管について 

（１）当事業所は、利用者の通所リハビリテーションサービスの提供に関する介護記録 
を作成し、その記録を利用終了後 5 年間は保管します。 

（２）当事業所は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として 

これに応じます。ただし、代理人等に対しては、利用者の承諾その他必要と認めら 
れる場合に限り、これに応じます。 

 
１６ 緊急時の対応 

（１）当事業所は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認め 

る場合、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあり 

ます。 

（２）前項のほか、通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）利 

用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当事業所は、利用者、代理人又は 

利用者若しくは代理人が指定する者に対し、緊急に連絡します。 

 
１７ 身体の拘束等 

（１）当事業所は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。ただし、自 

傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、 

身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合に 

は、当事業所の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急や 

むを得なかった理由を診療録に記載することとします。 

（２） 当事業所は、「事故防止・虐待防止・身体拘束適正委員会」を設置し、毎月 

委員会を開催するとともに、身体的拘束等適正化のための指針を策定し、 

身体的拘束等適正化への取組みを行っています。 
 
１８ 損害賠償について 

（１）通所リハビリテーションサービスの提供に伴って当事業所の責に帰すべき事由 
によって、利用者が損害を被った場合、当事業所は利用者に対して損害を賠償 
するものとします。 

（２）利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び 
代理人等は、連帯して、当事業所に対してその損害を賠償するものとします。 

（３）当事業所は賠償責任保険等の損害保険に加入しております。 
（４）当事業所は、利用者が損害保険契約内容の閲覧を求めた場合は、原則として、 

実費をお支払いいただいた場合これに応じます。ただし、代理人等に対しては 
利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。 

 
１９ 衛生管理等について 

（１）当事業所は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水に 

ついて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品 

及び医療用具の管理を適正に行います。 

（２）当事業所は、「感染防止委員会」を設置し、毎月委員会を開催するとともに、 

感染症が発生し又はまん延しないように必要な措置を講ずるための体制を 

整備 することを目的に、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための 

指針を定め、入所者の安全確保の取組みを行っています。 
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２０ 協力医療機関 

医療機関の名称 医療法人 尚和会 宝塚第一病院 
院長名 那須 文章 
所在地 〒６６５－０８３２ 宝塚市向月町１９番５号 
電話番号 0797－84－8811 FAX 番号 0797－81－2345 

診療科 内、外、整、脳外、眼、皮、泌、形成、美容、小外、心外、
胃、循、ｱﾚﾙｷﾞｰ、ﾘｳﾏﾁ、心療、リハ、肛、放、麻 

入院設備 ベッド数 199 床 
救急指定の有無 有 

契約の概要 
当施設と第一病院とは、入所者の病状に急変があった場合等
迅速に対応できるよう協力医療機関契約を締結して緊急時に
備えています。 

 

２１ 非常災害時の対策 

非常対策時の対応 別途定める「ケアヴィラ宝塚 消防・防災マニュアル」にの
っとり対応します。 

非常時災害時訓練 
当施設では年２回の非常時災害訓練を実施しており万一の
災害に備えて職員が迅速に活動できるように訓練いたして
おります。訓練の際は、入居者の皆様にも参加いただいてお
りますのでご協力をお願いいたします。 

防災設備 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 
スプリンクラー あり 防火水槽 １基 

避難階段 １ヶ所 避難用滑り台 なし 
自動火災報知器 あり 非常通報装置 あり 

誘導灯 あり 漏電火災報知器 あり 
ガス漏れ報知器 あり 非常用電源 あり 

カーテン、布団等は防炎性能のあるものを使用しており
ます。 

消防計画等 消防署への届出日：令和 6 年 9 月 6 日 
防 火 管 理 者：山中 毅 

 

２２ 業務継続計画の策定等について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所リハビリテーション 

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた 

めの計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講 

じます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練 

を定期的に実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行い 

ます。 
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２３ 当施設ご利用の際に留意いただく事項 

所持品 現金・貴重品のお持ち込みはご遠慮ください。 

キャンセルのご連絡 

前日午後５時までにお知らせ下さい。 
前日午後５時以降から当日のキャンセルにつきましては、
昼食代 
（７５０円）をご負担いただきます。 

服用中のお薬 お薬を服用中、又は使用中の方で、利用時間中に使用する
必要性のある場合は必ずご持参ください。 

休業日 日曜日 年末年始（別途案内します。） 

緊急時の連絡先 

施設ご利用時間中は必ずご家族の連絡先を明確にしてい
ただき、緊急時に連絡がとれるようご協力ください。 
体調不良などにより利用者が途中で帰宅される際は、ご家
族にお迎えを依頼する場合もあります。 

 

２４ ケアヴィラ宝塚利用者の権利 

  利用者と代理人等は以下の権利を事業者に対して主張することができます。 

独自の生活歴を有する個人として尊重され、プライバシーを保ち、尊厳を維持す

る権利 

生活や介護サービスにおいて、十分な情報が提供され、個人の好み、および主体

的な決定が尊重される権利 

安心感と自信をもてるよう配慮され、安全と衛生が保たれた環境で生活する権利 

自らの能力を最大限に発揮できるよう支援され、必要に応じて適切な介護を継続

的に受ける権利 

必要に応じて適切な医療を受けることについて援助を受ける権利 

家族や大切な人との通信や交流の自由が保たれ、個人情報が守られる権利 

地域社会の一員として生活し、選挙その他一般市民としての行為を行う権利 

暴力や虐待および身体的精神的拘束を受けない権利 

生活や介護サービスにおいて、いかなる差別を受けない権利 

生活や介護サービスについて職員に苦情を伝え、解決されない場合は、専門家ま

たは第三者機関の支援を受ける権利 

 

 

 

 



- 14 - 
 

２５ 尚和会グループ施設 

事業所の名称 住所 電話番号 

宝塚第一病院 宝塚市向月町 19－5 0797－84－8811 

宝塚リハビリテーション病院 宝塚市鶴の荘 22－2 0797－81－2345 

ケアヴィラ伊丹 

居宅介護支援事業所 
伊丹市大野 1 丁目 3－2 072－777－0057 

介護医療院 

ケアヴィラ伊丹 
伊丹市大野 1 丁目 3－2 072－777－1165 

グループホーム 

ケアホーム伊丹 
伊丹市大野 1 丁目 3－2 072－777－7272 

伊丹大野診療所 伊丹市大野 1 丁目 3－2 072－777－7001 

グループホーム 

ケアホーム宝塚 
宝塚市亀井町 10－51 0797－71－2828 

居宅介護支援事業所 

サポートプラザ宝塚 
宝塚市鶴の荘 22－2 0797－62―6622 

山本整形 

リハビリクリニック 
宝塚市山本東 3 丁目 14－6 0797－89－0078 

宝塚リハビリテーション 

プラザ 
宝塚市山本東 3 丁目 14－6 0797－89－0077 
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利用料金 

１）通所リハビリテーション費 
利用時間（6～7 時間）コース 
  

  
利用単位 

（１日あたり） 
介護報酬額 
（１日あたり） 

利用者負担額 
（１日あたり） 

要介護１ 715 単位 7,743 円 775 円 

要介護２ 850 単位 9,205 円      921 円 

要介護３ 981 単位    10,624 円 1，063 円 

要介護４ 1，137 単位    12,313 円 1，232 円 

要介護５ １，290 単位 13,970 円    1，397 円 

  
 利用時間（3~4 時間）コース 

  
  

利用単位 
（１日あたり） 

介護報酬額 
（１日あたり） 

利用者負担額 
（１日あたり） 

要介護１ 486 単位 5，263 円 527 円 

要介護２ 565 単位 6，118 円     612 円 

要介護３ 643 単位    6，９63 円 697 円 

要介護４ 743 単位    8，046 円     805 円 

要介護５ 842 単位 ９，118 円 912 円 

 単価は、法令の地域区分によって定められており宝塚市は 1 単位を 10.83 円で

計算します。 
 表の料金は、介護保険負担割合 1 割の場合を示しています。  

 

＜各種加算＞ 

①入浴介助加算（Ⅰ） 

        １日あたり      （４０単位）     ４４円   

 入浴介助加算（Ⅱ） 

        １日あたり      （６０単位）     ６５円   

 

②中重度者ケア体制加算 

        １日あたり     （２０単位）      ２２円   

 

③リハビリ提供体制加算 ・６時間以上７時間未満 

        １日あたり      （２４単位）     ２６円   

リハビリ提供体制加算 ・3 時間以上 4 時間未満 

        １日あたり      （１２単位）     １３円   
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④リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 

同意を得た日の属する月から６月以内 １月あたり  ５９３単位 （６４２円） 

同意を得た日の属する月から６月超 １月あたり  ２７３単位 （２９５円） 

 リハビリテーションマネジメント加算（ハ） 

同意を得た日の属する月から６月以内 １月あたり  ７９３単位  （８５９円） 

同意を得た日の属する月から６月超 １月あたり  ４７３単位  （５１３円） 

リハビリテーションマネジメント加算を算定した利用者に対して医師が利用者又は

家族に説明した場合 

   １月あたり       ２７０単位       （２９３円）  

⑤短期集中個別リハビリテーション実施加算 

退院（所）後又は認定日から３月以内 
１日あたり   １１０単位   （１２０

円） 

⑥サービス提供体制強化加算Ⅰ 

       １日あたり     （２２単位）       ２４円  

 サービス提供体制強化加算Ⅱ 

       １日あたり     （１８単位）       ２０円  

サービス提供体制強化加算Ⅲ  

       １日あたり     （６単位）        ７円   

⑦栄養アセスメント加算 

       １月あたり     （５０単位）       ５５円  

⑧口腔機能向上加算Ⅰ ＊原則３月以内、月２回まで 

         １日あたり     （１５０単位）    １６３円  

 口腔機能向上加算Ⅱイ  

         １日あたり     （１５５単位）    １６８円  

 口腔機能向上加算Ⅱロ  

         １日あたり     （１６０単位）    １７４円  
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⑨科学的介護推進体制加算 

         １月あたり    （４０単位）       ４４円  

⑩事業所が送迎を行わない場合 

       片道につき     （▲４７単位）     ▲５１円   

⑪介護職員処遇改善加算Ⅰ 

        所定単位数の      ×      ４．７％    

⑫退院時共同指導加算 

        初回利用時    （６００単位）     ６４９円  

介護職員等処遇改善加算（令和６年６月１日より改訂） 

 介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に以下の加算率を乗じる。 

所定単位数 × ８.３％ 

 

２）介護予防通所リハビリテーション費（月単位で以下のサービスを実施した場合

に単位を加算） 

要支援１   １月あたり     ２，２６８単位    ２，４５７円 

要支援２   １月あたり     ４，２２８単位    ４，５７９円 

➤ 単価は、法令の地域区分によって定められており宝塚市は１単位を 10.83 円で

計算します。 

➤ 票の料金は、介護負担割合 １割の場合を示しています。 

 

〈各種加算〉 

① サービス提供体制強化加算Ⅰ 

要支援Ⅰ 

         １月あたり    （８８単位）     ９６円    

要支援Ⅱ 

         １月あたり   （１７６単位）    １９１円    
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サービス提供体制強化加算Ⅱ 

要支援Ⅰ 

         １月あたり    （７２単位）     ７８円    

要支援Ⅱ 

         １月あたり   （１４４単位）    １５６円    

 サービス提供体制強化加算Ⅲ 

要支援Ⅰ 

         １月あたり    （２４単位）       ２６円  

要支援Ⅱ 

         １月あたり    （４８単位）       ５２円  

② 口腔機能向上加算Ⅰ ＊原則３月以内、月２回まで 

             １月あたり     （１５０単位）    １６３円  

  口腔機能向上加算Ⅱイ  

         １月あたり     （１５５単位）    １６８円  

  口腔機能向上加算Ⅱロ  

              １月あたり     （１６０単位）    １７４円  

③ 栄養アセスメント加算 

          １月あたり      （５０単位）     ５５円  

④ 科学的介護推進体制加算 

        １月あたり       （４０単位）    ４４円  

⑤ 介護職員処遇改善加算Ⅰ 
        所定単位数の    ×   ４．７％         

介護職員処遇改善加算Ⅱ 
        所定単位数の    ×   ３．４％         

介護職員処遇改善加算Ⅲ 
        所定単位数の    ×   １．９％         

⑥ 介護職員等特定処遇改善加算 （Ⅰ） 
        所定単位数の    ×   ２．０％  が加算    

介護職員等特定処遇改善加算 （Ⅱ） 
        所定単位数の    ×   １．７％  が加算    

令和６年６月１日より改訂 

介護職員等処遇改善加算 （Ⅰ）8.6％ （Ⅱ）8.3％ （Ⅲ）6.6％ （Ⅳ）5.3％ 
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３）食費 

①【6～7 時間コース】 

           昼食代  ７５０円（おやつ含む）          

②【3～4 時間コース】 

           昼食代  ７００円                 

③ 【おやつのみ】 

           おやつ代 １００円                 

 

４）その他利用 

レクリエーション行事費 

季節のイベントやグルー

プを招いての催しを企

画・実施いたします。 

（参加されるか否かは任

意です） 

 

     実費 

１回５０円～１，５００円 

クラブ活動材料費     茶道クラブ  １回 ２００円               

 その他通所リハビリテーションサービスの中で提供される便宜のうち、日常生

活においても通常必要になるものに係る費用であって、利用者に負担いただく

ことが適当と認められる費用は、利用者の負担となります。 

５）キャンセルについて 

ア デイケアご利用のキャンセルは、前日午後５時までにお知らせ下さい。 

イ 前日午後５時以降から当日のキャンセルにつきましては、昼食代をご負担い 

ただきます。 

ウ 減額について 

  介護予防通所リハビリテーションの利用開始から１２か月を経過した場合、 

リハビリテーションの質を評価して、減算を行う場合があります。 
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説明日時：   年  月  日  時  分 場所：                  
当事業所は、本書面に基づいて、サービス内容及び重要事項を説明いたしました。 

 
   宝塚市亀井町１０－５１ 
   医療法人尚和会 
   介護老人保健施設ケアヴィラ宝塚 

 
   説明者   職名             

 
         氏名                     印 

 
私（=利用者）及び代理人は、本書面に基づいてサービス内容及び、重要事項説

明書の説明を受けました。その内容を十分に理解し、介護老人保健施設のサービス

を利用した場合に、これらの対価として施設の定める料金を支払うことに同意いた

します。 
                                                                              

年     月    日 
《利用者》 〒 
     住所                           

      
     ﾌﾘｶﾞﾅ 
     名前                         印 

 
 年     月    日 

《代理人》 〒 
    住所                           

     
ﾌﾘｶﾞﾅ 

    名前                         印 

 
   続柄             

 
 
   電話番号                  

 
 



 
 

        
                    （事業者控え/利用者控え）  

                    令和 7 年 10 月 15 日改正 

 
 
 
 
 

介護老人保健施設ケアヴィラ宝塚 

 

利用契約書 
 
 
 

（通所リハビリテーションサービス） 

（介護予防通所リハビリテーションサービス） 

 
 

       
 
 

      医 療 法 人  尚 和 会 

      介 護 老 人 保 健 施 設 

           ケ ア ヴ ィ ラ   宝  塚 
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介護老人保健施設ケアヴィラ宝塚 通所リハビリテーション利用契約 

[通所リハビリテーションサービス] 

[介護予防通所リハビリテーションサービス] 

 

 

（契約の目的） 

第１条 介護老人保健施設ケアヴィラ宝塚（以下「甲」という。）は、要介護状態（介 

護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態）と認定された利用者（以下 

「乙」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、乙が可能な限り自宅におい 

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、一定の期 

間、通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）を提供し、一方、 

乙及び法定又は任意の代理人（以下代理人）という。）は、甲に対し、そのサービス 

に対する料金を支払うことについて取り決めることを、本契約の目的とします。 

 

（適用期間） 

第２条 本約款は、甲が運営する（介護予防）通所リハビリテーションの利用を乙が 

承認したときから効力を有します。ただし、代理人に変更があった場合は、新たな代

理人の同意を得ることとします。 

２ 乙は、前項に定める事項の他、本契約、別紙「重要事項説明書」の改定が行われ

ない限り、初回利用時の同意書提出をもって、繰り返し（介護予防）通所リハビリ

テーションを利用することができるものとします。また、重要事項説明書に記載さ

れた内容が本契約の一部となります。 

 

（代理人） 

第３条 乙は、次の各号の要件を満たす代理人を立てます。ただし、利用者が代理人 

を立てることができない相当の理由がある場合は除きます。 

（１）行為能力者（民法第２０条第１項に定める行為能力者をいいます。以下同 

じ。）であること。 

（２）弁済をする資力を有すること。 

２ 代理人は、利用者が本契約上当施設に対して負担する一切の債務を極度額 30 万 

円の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。 

３ 代理人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。 

（１）利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行す 

るように協力すること。 

（２）通所利用が解除若しくは終了した場合の残置物の引取り等の処置、又は利 

用者が死亡した場合の遺体の引取をすること。ただし、遺体の引取について、 

代理人と別に祭祀主宰者がいる場合、甲は祭祀主宰者に引き取っていただくこ 

とができます。 

４ 代理人が第１項各号の要件を満たさない場合、又は甲、及び職員若しくは他の 

利用者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社会的行 

為を行った場合、甲は、乙及び代理人に対し、相当期間内にその代理人に代わる新 

たな代理人を立てることを求めることができます。ただし、第１項ただし書の場 

合はこの限りではありません。 

５ 代理人の請求があったときは、甲は代理人に対し、当施設に対する利用料金の

未払い、これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及 
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び支払期が到来しているものの額に関する情報を提供します。 

 

（乙からの解除） 

第４条 乙は、甲に対し、利用中止の意思表明をすることにより、乙の居宅サービス 

（介護予防サービス）計画にかかわらず､本契約に基づく通所リハビリテーション 

（介護予防通所リハビリテーション）利用を解除することができます。 

なお､この場合乙及び代理人は､速やかに甲及び利用者の居宅サービス（介護予防

サービス）計画作成者に連絡するものとします（本条第２項の場合も同様としま

す）。 

２ 代理人も前項と同様に通所利用を解除することができます。ただし、乙の利益に

反する場合は、この限りではありません。 

３ 利用者又は代理人が正当な理由なく､通所リハビリテーション（介護予防通所 

リハビリテーション）実施時間中に利用中止を申し出た場合については､原則､基 

本料金及びその他ご利用いただいた費用を甲にお支払いいただきます｡ 

 

（甲からの解除） 

第５条 甲は、乙及び代理人に対し、次に掲げる場合には、本契約に基づく通所リハ 

ビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）サービスの利用を解除すること 

ができます。 

（１）乙が要介護認定において自立と認定された場合 

（２）乙の居宅サービス（介護予防サービス）計画で定められた利用時間数を超え 

る場合 

（３）乙の病状、心身状態等が著しく悪化し、当事業所での適切な通所リハビリテ 

ーション（介護予防通所リハビリテーション）の提供を超えると判断された場 

合 

（４）乙及び代理人が､本契約に定める利用料金を 1か月分以上滞納し、その支払 

いを督促したにもかかわらず 10 日間以内に支払われない場合 

（５）乙が、甲及び職員又は他の利用者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷

（各種ハラスメント等）、その他の利用継続が困難となる程度の背信行為又は反

社会的行為を行った場合 

（６）第３条第４項の規定に基づき、乙が新たな代理人を立てることを求めたにも 

かかわらず、新たな代理人を立てない場合。ただし、乙が新たな代理人を立て 

ることができない相当の理由がある場合は除く。 

（７）天災、災害、施設内設備の故障その他やむを得ない理由により、通所リハビ 

リテーション（介護予防通所リハビリテーション）サービスの提供ができなく 

なった場合 

 

（利用料金） 

第６条 乙及び代理人は、連帯して、甲に対し、本契約に基づく通所リハビリテーシ 

ョン（介護予防通所リハビリテーション）サービスの対価として、別紙「重要事項説 

明書」の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別 

に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。 

ただし、当施設は、利用者の経済状態等に変動があった場合、上記利用料金を変更す 

ることがあります。 

２ 甲は、乙、若しくは代理人、又は乙及び代理人が指定する送付先に対し、前月料 
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金の合計額の請求書及び明細書を、毎月 15 日までに発行し、所定の方法により交 

付する。 

乙及び代理人は、連帯して、甲に対し、当該合計額をその月の 27 日までに支払 

うものとします。 

 なお、支払方法は郵便局口座振替、銀行振込、窓口払い（クレジットカード又 

は現金）とします。 

３ 甲は、乙又は代理人から、１項に定める利用料金の支払いを受けたときは、乙若

しくは代理人、乙、若しくは代理人が指定する者に対して、領収書を発行します。 

４ 文書量は実費でいただきます。 

５ 甲が利用料を変更する際は、利用者に文書にて説明し同意を受けることとしま 

す。 

 保険適用外部分については 1 カ月以上前に文書で連絡します。 

  なお、変更に同意できない場合は、乙及び代理人から解約することができます。 

 

（記録） 

第７条 甲は、乙の通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）サ 

ービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後２年間保管します。（診

療録については、５年間保管します。） 

２ 甲は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、原則として、必要な実 

費を徴収のうえ、これに応じます。 

３ 甲は、代理人が第 1項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、閲覧、謄写を必要と 

する事情を確認して甲が必要と認める場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、こ 

れに応じます。ただし、乙が代理人に対する閲覧、謄写に反対する意思を表示した 

場合、その他乙の利益に反するおそれがあると甲が認める場合は、閲覧、謄写に応 

じないことができます。 

４ 前項は、甲が代理人に対して連帯保証債務の履行を請求するため必要な場合は 

適用されません。 

５ 甲は、乙及び代理人以外の親族が第 1項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、 

乙の承諾がある場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。ただし、 

乙の利益に反するおそれがあると甲が認める場合は、閲覧、謄写に応じないこと 

ができます。 

 

（身体の拘束等） 

第８条 甲は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。ただし、自傷他害の 

恐れがある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束そ

の他乙の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、甲の医師がその

様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に

記載することとします。 

 

（秘密の保持及び個人情報の保護） 

第９条 甲及びその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た乙 

及び代理人、又は乙若しくは代理人の親族に関する秘密を漏らしません。ただし、例 

外として次の各号についての情報提供は、法令上、介護関係事業者が行うべき義務と 

して明記されていることから、情報提供を行うこととします。 

(１) サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 
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(２) 居宅介護支援事業所（地域包括支援センター〔介護予防支援事業所〕）等と 

の連携 

(３) 乙が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村へ 

の通知 

(４) 乙に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

(５) 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に 

提供する場合等） 

２ 第 1 項の他、以下の場合にも乙及び代理人から、予め同意を得た上で行うこと

とします。 
（１）介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等 

なお、この場合、乙個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守し 
ます。 

（２）介護保健施設等で行われる研修生、実習生、学生への教育 
３ 個人情報の提供範囲については、介護サービスの円滑な提供に必要な最小限 
度にとどめ、情報提供の際には、関係者以外に漏れることの無いよう細心の注 
意を払います。 

４ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 
 
（緊急時の対応） 
第 10 条 甲は、乙に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、 

協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

２ 前項のほか、通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）利 

用中に乙の心身の状態が急変した場合、甲は、代理人、又は乙、若しくは代理人が 

指定する者に対し、緊急に連絡します。 

 

（事故発生時の対応） 

第 11 条 サービス提供等により事故が発生した場合、甲は、乙に対し必要な措置を 

講じます。 

２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協 

力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

３ 前２項のほか、甲は乙の代理人、又は乙若しくは代理人が指定する者及び保険者 

の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。 

 

（要望又は苦情等の申出） 

第 12 条 乙及び代理人、又は乙の親族は、甲の提供する通所リハビリテーション（介 

護予防通所リハビリテーション）に対しての要望又は苦情等について、担当相談員に 

申し出ることができ、又は、備付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置す 

る「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。 

 

（賠償責任） 

第 13 条 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の提供に 

伴って甲の責に帰すべき事由によって、乙が損害を被った場合、甲は、利用者に対し

て、損害を賠償するものとします。 

２ 乙の責に帰すべき事由によって、甲が損害を被った場合、乙及び代理人は、連帯 

して、甲に対して、その損害を賠償するものとします。 
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３ 甲は賠償責任保険等の損害保険に加入しております。 

４ 甲は、乙が損害保険契約内容の閲覧を求めた場合は、原則として、実費をお支払 

いいただいた場合これに応じます。ただし、代理人に対しては乙の承諾その他必要 

と認められる場合に限り、これに応じます。 

 

（利用契約に定めのない事項） 

第 14 条 この契約に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定め 
るところにより、利用者又は代理人と当事業所が誠意をもって協議して定めるこ 
ととします。 
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介護老人保健施設 ケアヴィラ宝塚 

通所リハビリテーション・介護予防リハビリテーション 

利用契約書 

通所リハビリテーション・介護予防リハビリテーションを利用するにあたり、重要事項

説明書及び利用料金表を受領するとともに、これらの内容、さらに契約書の内容につい

て、担当者による説明を受け、これらを十分理解したうえで契約します。 

令和  年  月  日 

《甲》 〒665-0047 

   住所  宝塚市亀井町 10 番 51 号 

   名称  医療法人 尚和会  

       介護老人保健施設   ケアヴィラ宝塚  

        理事⾧ 那須 輝 

 
《乙》 

住  所 〒 

電話番号  

氏  名                              印 

《代理人》 

住  所 〒 

電話番号  

氏  名                              印 

《本契約第 6 条の請求書・明細書及び領収書の送付先》 

住  所 〒 

電話番号  

氏  名                      続柄（       ） 

《本契約第 10 条 2 項緊急時及び第 11 条 3 項事故発生時の連絡先》 

住  所 〒 

電話番号  

氏  名                      続柄（       ） 

 


